
宗　像　市　・　玄　海　町　課　題　調　整　案
［　様　式　２　］

協議項目第２４ー１号 給食の取扱い

（調整案）
・小学校の給食については、新市においても給食を実施する。
・中学校の給食については、新市において全校での実施を検討する。

（理由）
・小学校の給食については、両市町とも給食を行っているので、新市においても給食を実施する。

調    整    内    容 ・中学校の給食については、玄海町の中学校で弁当食を行っている現状があるが、教育的配慮等を踏まえ、新市においては全校での実施を進め
  ることとする。

宗     像     市     の     現     況 玄     海     町     の     現     況 調  整  の  具  体  的  内  容

  給食   給食
（１）給食費について   小学校 ３，６００円／月  中学校 ４，1００円／月 （１）給食費について  ３，７００円／月 ・小学校の給食について、単独校方式で実施する。
（２）小中学校給食について  小中学校とも給食を実施。 （２）小中学校給食について  小学校は給食を実施・中学校は未実施
（3）単独校給食について  調理業務は民間委託・栄養士は市職員 （3）単独校給食について 調理業務は町職員・栄養士は県職員。
（４）アトピー児童生徒の対応について  診断書を提出。 （４）アトピー児童生徒の対応について 対策はなし（いない）。
 代替食はつくらない。  除去のみとする。  アンケート調査を実施
（５）補助について   補助あり （５）補助について  補助あり
（６）配送について（給食センター）  民間委託で委託費は20､340､000円 （６）配送なし ・中学校の給食について、センター方式での実施を検討する。
（７）食器について 強化磁器（単独校） ステンレス食器（給食センター） （７）食器について  アルマイト
（８）購入業者について  野菜はできるだけ地元業者より購入。
学校給食会・筑紫フードサービス・明治乳業・八千代食品
（９）残菜について  養魚業者が無料で引き取っている。
（10）廃油の回収について  単独校５校までは環境整備課が回収をする
が、その後は検討すること。給食センターは環境整備課が回収。
給食センター
（１）給食実施校 　小学校6校　中学校5校
（２）給食数　小学校3544人　中学校3551人　　計7095人
（３）職員数　47名　事務2名　栄養士2名　調理員37名　
　　　内訳 第1調理場　係長1名 　調理員４名　臨時調理員14名　計19名　
　　　　　 　第2調理場　係長1名 　調理員４名　臨時調理員13名　計18名
　　　　　　 ボイラー1名（委託）　配送委託（配送車3台）　
　　　　　　 作業前の消毒1名(委託)　非常勤　清掃員（３Ｈ）1名　臨時職員
給食の方式 給食の方式
（１）単独校方式（ドライ方式） (1)単独校方式
小学校１１校は単独校方式を実施。 玄海小（ウェット方式）　玄海東小（ドライ方式）を実施
小学校   ７校／１２年度  残りの４校については随時建設
（２）給食センター（ウェット方式）
※給食センターの建設（ドライ方式）の予定


